
施設設備の維持管理

（小規模水供給システム用抜粋版）

テーマ４.
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維持管理が重視されることとなった経緯

施設の建設・拡張の重視

維持管理の強化

適正な維持管理による
安全で安定的な水供給

重大な事故

規制・基準

日本の水道事業の経験（抜粋版）



維持管理が重視される経緯となった出来事

日本の水道事業の経験（抜粋版）



水系感染症の推移
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Number of Patients Number of Incident

*Note:  Data is not available for "Number of Patients from 1967

⚫ 地方の村落地域に水道が急速に普及した時期（1950年代以降）、水系感染症
の発生が増加。

⚫ 1953年に水道維持管理指針を制定。維持管理が強化された結果、症例は劇的
に減少した。

出典：近代水道百年の歩み、「近代水道百年の
歩み」編集委員会、日本水道新聞社、1988年

水道普及率の上昇

水道維持管理指針

水道法

保健所による指導の強化
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維持管理の重要性

42% 消毒設備の不備 27% 汚水の混入*

1950年代～1960年代:  維持管理の重視

⚫ 法規制、ガイドラインにより消毒設備の整備・点検、施設の
改善を水道事業体に求める

⚫ 都道府県、保健所職員による巡回指導を促す

1970年代:赤痢等の水系感染症の発生の激減

* 断水やクロスコネクション等により発生

水系感染症の原因
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水道維持管理指針の変遷
年 版 内容

1953
（昭和28） 初版 ・適正な維持管理により、水道による伝染病の集団発生を防止することを目的と

した。

1959
（昭和34） 第1次改訂 ・浄水施設、送配水施設など水道のプロセスごとに項目を設けた。

1970
（昭和45） 第2次改訂

・水質管理の項目を施設ごとに記述した。
・当時急速に普及し始めた計装設備の項目を設けた。
・赤水等の対策を記述した。

1982
（昭和57） 第3次改訂

・高度処理など新技術に対応した記述を追加した。
・広域的管理に言及した。
・労働衛生安全管理や地震、渇水に備えた管理について記述した。

1998
（平成10） 第4次改訂 ・リスク管理や情報処理技術など科学的な管理について詳述した。

・海水淡水化やクリプトスポリジウムなど最新の情報を追加した。

2006
（平成18） 第5次改訂

・事業環境の変化に対応した記述を追加（水質基準の強化への対応、災害や事故
等のリスク管理、環境保全、IT化、第三者委託制度への対応など）。
・水道事業の多数を占める中小規模事業体における維持管理について詳述した。
・実務を重視し、水道事業体へのアンケート結果を踏まえた実際の維持管理上の
ノウハウを充実させた。

約10年を目途に社会環境（水質汚濁、水需要の増加／
減少等）や技術の変化（高度処理施設等の新技術の導
入）を踏まえて改訂

日本の水道事業の経験（抜粋版）



今日の水道事業の状況と水道維持管理指針

● ベテラン職員退職後も問題なく事業運営していくための技術・ノウハウの継承とマニュア
ル化

● 水道を個々の施設のみでなくシステムとしてとらえ、一部が故障・被災した場合でもシス
テムとして能力を損なわないような施設整備と維持管理手法の構築

● 水安全計画等にもとづく水源から給水までの各プロセスでの水質汚染リスク管理の強化
● アセットマネジメントによる長期的な施設の健全度と更新需要の見通しの確立、およびこ

れに対応するための財政基盤の確保
● 計画的維持管理にもとづく異常の早期検知と修繕による施設の長寿命化
● 膜処理など新技術を採用した施設の維持管理

⚫ 人口減少による料金収入の減少
⚫ 団塊世代の技術職員の一斉退職による技術力の低下懸念
⚫ 2011年（平成23年）の東日本大震災に代表される自然災害リスク等

維持管理指針も時代のニーズに合わせて内容を変えていく

施設の更新や強靭化、適正な維持管理の実施

安全・安心な水の絶え間ない供給
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維持管理の法的基盤

⚫ 水道法は、維持管理および施設の基準を遵守することの重要性
を明確に規定している。

⚫ 日本水道協会は、給水施設設計指針と水道施設維持管理指針を
発行した。

水道法

第5条２ 水道施設の位置及び配列を定めるにあたっては、そ
の布設及び維持管理ができるだけ経済的で、かつ、容易になる
ようにするとともに、給水の確実性をも考慮しなければならな
い。

水道施設設計指針、水道維持管理指針

水道法に基づき、技術基準を制定

日本の水道事業の経験（抜粋版）



法規制の歴史

1953: 水道維持管理指針

1957: 水道法制定

1955 水道施設基準

1977: 改正
1990: 改正
2012: 改正

1966: 水道施設設計指針1964: 改正
1970: 改正
1982: 改正
1998: 改正
2006: 改正

日本の水道事業の経験（抜粋版）



事後保全と予防保全

アセットマネジメント

事後保全

予防保全

トラブルが発生したら
修理・更新を行う

計画的な施設更新

日本の水道事業の経験（抜粋版）



事後保全と予防保全

時間

時間

健
全
度

累
積
コ
ス
ト

事後保全型

予防保全型

計画的補修・修繕

機能劣化後の更新

維持管理が不十分

→動作不良やサービス低下につながる

⚫ 二次災害（例：管路の破損による道

路の陥没、断水）

⚫ サービスの低下（水質悪化、負圧に

よる管路の汚染、信頼性の低下、顧

客からのクレームなど）

⚫ 施設の劣化が早まることによるライ

フサイクルコストの上昇
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水処理プラントにおける維持管理

OJT 指針

運転マニュア
ルの整備

設備の定期的
な点検

施設の稼働
状況の記録

適正な維持管理

民間企業とのパートナーシップ
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チェックリストの例

施設の点検作
業計画表の例

確認すべき事項が日毎
に設定されている

維持管理者に共有・
承認されている

出典：札幌市（JICA 2015年課題別研修資料）
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管材料の変遷
東京都水道局における鋳鉄管技術の変遷

Type Diameter

>Φ1000

>Φ400

>Φ250

>Φ75

1977 1983

DIP

(No Lining)

Cast Iron Pipes

(Aged Pipes) DIP (with Lining)

DIP

(with Lining, with

Polyethilene

Sleeve)

Main

Distribution

Pipe

Distribution

Pipes

Year 1960 1965

Cast Iron Pipe (Lead Coaking)

DIP (Polyethilene Sleeve)

出典：JICA技術協力プロジェクト研修資料（東京都水道局提供資料による基づき作成）

鋳鉄管
（鉛コーティング）

ダクタイル鋳鉄管
（ポリエチレンスリーブ）
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鉛製給水管の規制

年 鉛製給水管に対する基準の変遷

1989
厚生省通知「給水管に係る衛生対策について」
新設の給水管には鉛溶出のない管を使用すること等4点

1992
WHO飲料水水質ガイドライン改正、科学知見の向上を背景に
鉛の水質基準0.1mg/L→0.05mg/L

2002 鉛の水質基準0.05mg/L→0.01mg/L

鉛管は歴史的に広く使用されてきたが、鉛の溶出による人体への影響
のため、現在集中的に交換されている。

日本の水道事業の経験（抜粋版）



アセットマネジメント

アセットマネジメントの構成要素: 
①必要情報の整備、②施設の診断と評価、③更新需要と優先順位の検討
および④財政収支の明確な見通し

更新需要

機能診断等に基づく
更新時期の検討 資金確保計画の検討

財政収支見通し

中長期的視点（概ね30～40年以上）

技術的根拠を有し、財源の裏付けのある更新計画の策定及び実行

出典: 厚生労働省 水道事業におけるアセットマネジメントに関する手引き
http://www.mhlw.go.jp/za/0826/d11/d11-01.pdf

漏水管理と管更新は「アセットマネジメント」により一元的に行われる。

日本の水道事業の経験（抜粋版）



施工品質の管理

水道事業体による施工
⚫ 不適切な材料の使用

⚫ 工事の不備

登録された (民間)事業者 による

給水装置工事事業者

1923年の関東大震災と
1945年の第二次世界大
戦後の復興に伴う給水工

事件数の増加

指定給水装置工事事業者制度

⚫ 給水装置の構造・材質や施工に
ついて必要な水準を確保

⚫ 緊急補修等を円滑に実施

日本の水道事業の経験（抜粋版）



経営管理

（小規模水供給システム用抜粋版）

テーマ６.
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簡易水道への補助金

1952年には全国に180ヶ所の簡易水道が新設された。 その後、毎年

500ヶ所前後の簡易水道が布設され、全国的に水道が普及した。

厚生省水道課は、補助金の創設に際し、「水道布設により防疫費の節

減になることから、この補助は防疫費の振替であって、追加的な財政

負担とはならない」として、厚生省の財務当局を説得した 。

簡易水道に対する補助制度が1952年に創設

日本の水道事業の経験（抜粋版）



村落給水普及の効果

水道布設の効果

（布設後5年の実績）:

⚫ 水系伝染病の減少

⚫ 乳児死亡率の低下

⚫ 火災による被害額の減
少
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出典：「近代水道百年の歩み」編集委員会編
『近代水道百年の歩み』日本水道新聞社

（1988年）p.73

感染症・乳幼児死亡率等の減少率
（水道布設前を100%とした時の布設後の%）
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民間資金の活用
我が国では、水道事業は原則として市町村により運営されてきたが、近年では、
法律やガイドラインが整備され、民間資金の活用も広まりつつある。

目的： 民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の
整備促進を図る

考え方：民間セクターの活用が効率的な社会資本整備や低廉かつ良好な
サービス提供につながる

1999年（平成11年）
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」
（PFI（（Private Finance Initiative）法）施行

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活
用することで、効率化やサービスの向上を図る公共事業の手法
（PPP（Public Private Partnership）の一部として位置付け）

日本の水道事業の経験（抜粋版）



水道料金の設定

水道料金設定の主な要素

独立採算

コスト
リカバリー

手頃な価格

効率的な経営

公平性
（受益者負担の

原則）

顧客サービスと
広報

適正な
水道料金

透明性と
説明責任

明確な料金体系

日本の水道事業の経験（抜粋版）



水道料金の設定マニュアル
総括原価 水道料金総収入額<
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水道料金体系の変遷
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計量制と定額制が混在 

一部で基本水量制、用途別逓減料金制を採

用 

 

計量制の定着 

逓減制から逓増料金制が増加 

 

 

基本水量、逓増率の見直しへ 

 

イギリスの料金制度 

（負担力主義）の影響 

減少する水需要 

増大する水需要と 

逼迫する水源 

計量制を採用する都市の増加 

基本水量制、用途別逓減料金制度の定着 

 

用途別から口径別へ転換 

 

用途別料金の判断基
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応能負担 
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ブ 

 

 1970s- 
わかりやすさ 

 

現在 
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透明性と説明責任、住民理解

水道事業体
財務情報を公開

顧客
経営状況を理解

出典：川西市上下水道局「かわにしの上下水道
― 飲んで『安心』使って『快適』―」（2015年）
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組織基盤強化

（小規模水供給システム用抜粋版）

テーマ７.
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水道事業体の規制法および規制機関

日本の水道事業の経験（抜粋版）



国、地方自治体（水道事業体）、国民の責務
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水道事業体の位置付け

審議の要請

審議会

管理に関するアドバイス

地方自治体

水道事業体

独立運営されている

地方議会

任命市長

法案の提出
（予算、水道料金
改定を含む）

一般的な指揮監督権
は持たない

公営企業管理者

年間予算、事業計画、
水道料金改定等の提案

水道事業に関す
る法案の承認

水道事業体は独立して運営されるが、
地方自治体や議会の年間予算や事業
計画などのチェックを通じて規制・
監督される。

日本の水道事業の経験（抜粋版）



水道事業体のガバナンスのイメージ

日本の水道事業の経験（抜粋版）



公営企業管理者（水道事業管理者） 技術管理者

事業管理 技術管理

⚫ 事務分掌のための分課の設定

⚫ 従業員の雇用・解雇、賃金、労働時間等の労
働条件、処罰、訓練等の担当

⚫ 予算案の作成と決算

⚫ 地方議会への各種議案の提案

⚫ 資産の取得、管理、廃棄

⚫ 契約の締結

⚫ 水道料金、手数料、寄付、接続料などの徴収

⚫ 一時借り入れの実施

⚫ 施設基準に基づく水道施設の検査

⚫ 水道施設の新設、改修時の水質検査、
施設検査の実施

⚫ 給水装置の構造及び材質の検査

⚫ 定期及び臨時の水質検査

⚫ 職員の健康診断

⚫ 水道施設の消毒及び衛生上の措置

⚫ 水道の緊急停止

水道事業の適切な管理

水道事業管理者と技術管理者の役割

日本の水道事業の経験（抜粋版）



規模別の水道事業における経費回収率
（2014年度（平成26年度））
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給水人口

10万人以上

15万人未満

の事業

給水人口

５万人以上

10万人未満

の事業

給水人口

３万人以上

５万人未満

の事業

給水人口

1.5万人以上

３万人未満

の事業

給水人口

1.5万人未満

の事業

簡易水道事業

経費回収率

給水原価・供給単価

(円/m3)

給水原価 供給単価 経費回収率

出典：総務省「地方公営企業年鑑2014年度」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-
zaisei/kouei26/html/mokuji.html

給水人口が少ない（規模が
小さい）ほど給水原価は上
昇し、経費回収率は低下

規模の小さい自治体では、
結果として料金で必要経費
を賄えていない状況となっ
ている。
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事業体ごとの料金格差

水道料金別事業者数
（2013年度（平成25年度））
（家庭用料金（円/20m3/月）消費税含む）

出典：日本水道協会「水道のある快適な生活と給水量の推移」
http://www.jwwa.or.jp/shiryou/water/water.html

水道料金は、立地条件、水源の種類
（地下水、表流水、ダム、用水供給事
業からの受水）、都市化の進展度合い、
需要者群の構成等によって影響を受け
ており、需要者が支払う毎月の平均水
道料金も異なっている。

特に、小規模水道事業体間の格差が大
きい傾向にある。
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水道広域化への動き
1960年代

水需給のひっ迫、水道建設費の増大と料金の上昇、水道水源の汚

濁の進行、小規模水道における不十分な維持管理等への対応とし

て、我が国では広域的な視点での水道の再編が目指された

1966年

地方公営企業の経営に関する事務を共同で行う企業団制度が創設

1977年

広域的水道整備計画の策定等を盛り込んだ水道法改正

2000年代

広域化の概念が拡張
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新たな広域化のイメージ

出典：厚生労働省健康局水道課
「水道広域化検討の手引き―水道
ビジョンの推進のために―」p.16

広域化の目的

・水源の安定的な確保
・施設の集約による合理化
・技術の集約・能率的な経営
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広域化の課題

中小規模
水道事業体

中小規模
水道事業体

中小規模
水道事業体

統合

• 施設規模と水道
料金の違い

• 解決すべき課題
の違い

• 自治体の姿勢、
法制度・手続き
等. 

統合前に国の補助事業等により、ある程度格差を解消する、
統合後に順次中核となる事業の水準・基準に合わせていく
などの工夫をしている。
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